
.は じ め に

宮城支部では，平成10年11月から今日までの５

年間にわたり，途切れることなく国土交通省東北

地方整備局管内の各工事事務所から「建設工事現

場における工事安全対策等の点検業務」の委託を

受けています。

この間，当支部の労働安全コンサルタント（５

～６名）が点検に従事した建設プロジェクトの規

模は件数にして16件，業務委託金額として約

4,300万円になりました。

現在も継続し東北の各地区で５件の建設プロジ

ェクトについて業務を行っています。また，国土

交通省がこの業務に対し期待するニーズや予算対

策等についてもお
・
ぼ
・
ろ
・
げ
・
ながら明らかになりまし

た。また，業務に対応する「労働安全コンサルタ

ント」に求められている取組み姿勢や心構，さら

に業務を成功させるために必要な自己投資等もど

のように行えばよいか粗方把握することができま

した。

今日までの点検結果を踏まえ，今後このような

点検業務に参加をされる全国各支部の労働安全コ

ンサルタントの皆様に少しでも参考になれば幸い

と考え，全般についてご報告します。

.点検業務委託までの生い立ち

当該業務実施の生い立ちは，平成14年の本会機

関誌（No.61）で，仙台東部道路「建設工事現場

における工事安全対策等の点検業務」の表題で

「特別報告」した内容にも記されています。当時

の建設省仙台工事事務所（現：国土交通省仙台河

川国道事務所）が，宮城労働基準局（現：宮城労

働局）との「直轄工事安全対策検討会」の席上で，

仙台市の市街地で計画している東部道路高架橋

（約4.4km）の工事計画が，平成３年３月に広

島市で発生した橋桁落下事故（死亡：一般市民10

名，工事関係者５名・重軽傷者８名）と似かよっ

た施工環境で作業が行われるため，同様の事故の

再発を防止するための方策が議題にのぼり，工事

中の不安全状態や不安全行動について，コンサル

ティングできる団体の推薦を労働基準局側に依頼

したところ，在仙の数団体の名前が上があげられ

たとうかがいました。

その結果，工事事務所側で推薦団体を慎重に検

討された結果，当会に白羽の矢がたったと聞いて

います。しかし，直ちに業務を無条件で委託され

たわけではなく，初回は試行的に点検業務が行わ

れ，当会側の点検態度や点検能力並びに点検報告

書等の成果品が慎重に精査され，委託が決定され

た経過がありました。

.点検業務委託の現状

① 点検業務の実施状況

各建設プロジェクトは毎月１回の頻度で点検し

ています。点検当日は１名の労働安全コンサルタ

ントが３～４件の工区を点検します。立会い者は

発注者から主任監督官，技術係長，現場技術員ク

ラスの方が２～３名と当該現場の責任者の方が立

会われます。点検後は各現場ごとに指摘事項等を

口頭で確認し，次の現場又は他工区に移動します。
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〔入賞診断指導事例〕

「建設工事現場における工事安全対策等の点検業務」

という公共工事の安全診断事例

労働安全コンサルタント 筒 井 俊 英
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このような方法で点検を繰り返し，現場点検の終

了後に事務所会議室等で「当日報告書」を労働安

全コンサルタントが作成します。

「当日報告書」が仕上がりしだい関係者に集合

（予め時間を決めておく）していただき，点検結

果の講評と質疑応答を行います。建設プロジェク

トによっては点検中にデジカメで撮影した写真を

プレゼンテーション機器を使い，スクリーンにプ

ロジェクターで写し，指導内容の解説を行う場合

もあります。また，「正式報告書」（写真添付）は

４～５日中に発注者に送り届けるようにしていま

す。

一方，点検指導を受けた元請け施工者は，指摘

事項の是正や改善を行い，是正前，是正後の写真

と是正状況報告書を作成し，発注者に提出し確認

を受けます。現場で急を要する異常事態があった

場合は，直ちに即日是正し報告してもらいます。

次回まで工程の進捗により同様の不安全状態や

不安全行動が生じた場合は，以前の指摘事項を参

考に水平展開するように指導しています。また，

このような点検を毎月１回繰り返すことにより，

当該プロジェクトの安全管理にインセンティブを

与え，さらに安全管理対策等をスパイラル・アッ

プさせることが狙いです。

② 委託契約の状況

各建設プロジェクトとも業務着手前に条件を確

認し，依頼先の工事事務所に見積書を提出し契約

をします。発注者は契約手続きとして特記仕様書

や設計書を作成します。

特
・
記
・
仕
・
様
・
書
・
には，監理技術者の資格，資格確認

書類の提出，業務目的，業務内容，成果品の提出

が記されています。また，設
・
計
・
書
・
には履行期間，

予算科目，科目の細分，設計説明，随意契約の理

由等が記されています。予算科目は道路建設工事

の場合は道路事業費一般国道直轄改修費となって

います。科目の細分では発注者の予算捻出のご苦

労がうかがえ，工事費であったり測量及び試験費

の場合もあります。最近のダム工事の物件で設計

書には明確に「安全点検」と記され，安全点検費

が予算化されています。

また，本会との随意契約の理由書では労働安全

コンサルタントの評価を「…安全管理等に精通し

ている技術者を必要とすることから，経験豊富な

技術者を確保している（社）日本労働安全衛生コ

ンサルタント会と……随意契約を行う。」と記さ

れています。

見積の基本単価（日額）は，「必携」の報酬目

安領一覧表に記載されている全国主要６支部平均

単価の80％としています。そのほか，交通費，傷

害保険，成果品作成費等の諸経費も加算していま

す。また，最近は「業務計画書」の提出を求めら

れる場合もあります。

．労働安全コンサルタントに求められる

諸条件について

直轄工事の発注者より工事中の危害防止のため，

安全の外部専門家とし業務を委託された場合，

「労働安全コンサルタント」に求められる立場は，

単なる労働災害防止の専門的安全指導に限らず，

建設作業に伴う公衆災害防止・道路交通事故防止

等の指導にも及んでいます。所謂，労
・
働
・
の有無に

関わらず，「人」が工事中に被災することの防止

対策すべての安全指導と考えるべきです。

また，発注者に対する安全対策のアドバイス的

な立場のみでなく，建設工事を請負った元請け施

工者に対し安全対策上の不十分な点等の改善や是

正措置等の指導が中心的業務になっています。

したがって，関係法令等に照らすと，「労働安

全衛生法第３条や第３項」や，旧建設省が定め行

政指導の指針としている「工事安全対策」に沿っ

た安全活動であり，発注者の危害防止責任の一端

を担っていると云えます。なお，業務を通し認識

した「労働安全コンサルタント」に求められる心

構えは，次のとおりになります。

① 点検予定日や報告書提出日の決定は，自分

の都合でなく依頼者の立場を優先することに

なります。

② 点検では指摘ばかりでなく優れた点も評価

し，安全管理にインセンティブを与えること
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を心掛ける必要があります。

③ 技術や法令等の知識・実務経験に裏打ちさ

れた安全指導が必要です。

④ コンサルタントの資格に合格しただけでは，

スタートに付けただけと心得て下さい。

⑤ 業務を成功させるために自分の能力を高め

る投資や研鑽が必要になります。

⑥ 定年退職者は片手間仕事と考えて行動する

と依頼者に見抜かれ敬遠されます。

⑦ 依頼者が利益になり喜ばれていると実感で

きる仕事をする必要があります。

⑧ 依頼者だけでなく施工者からも評価が得ら

れる仕事を心がける必要があります。

⑨ 心身とも健康で，態度や言葉づかいには品

位を心がける必要があります。

・当該業務を成功させるために必要な投資等は次

のとおりとなります。

① 研修や講習会に積極的に参加し，自身の能

力を高める必要があります。

② 業務効率を高めるためにOA機器等に投

資が必要です。

③ 仕事の情報を収集するため，インターネッ

トの導入が望ましいと考えます。

④ コンサルタントとして人前にでれるような

服装と装備が必要です。

⑤ 仕事の現場は殆どの場合不便な場所ですの

で，足となる車の運転は必須です。

⑥ 公共工事の場合，業務の対価は３～４ヶ月

先になります。小資本が必要です。

.直轄工事における事故防止対策の現状

と問題点

① 発注者が実施している対策

国土交通省は，直轄工事に対して実施している

事故防止対策は，平成４年１月に制定した「工事

安全対策」の指導指針により安全配慮の充実を図

っています。その中で安全確保上重要な工事では，

委員会の設置や外部アドバイザーの活用も検討さ

れています。

また，年度毎に事故防止の重点対策を策定し，

具体的な予防対策等も実施しています。平成15年

度の重点対策は，「足場や洗面からの墜落防止」，

「交通事故防止としてデルタクッションの使用」，

「安全教育の充実」，「安全活動の評価」など具体

的な対策が試みられています。

② 施工者が実施している対策

点検結果より，施工者が実施している安全対策

には企業間に優劣が顕著にみられます。また，再

下請けにより安全対策等に責任感が薄れたり，能

力不足の下請業者が混在しています。特に地場業

者には安全スタッフが不足し，義務となっている

安全訓練（半日教育）まで十分に対応できていな

いのが現状です。このような状況を打破するため

地域の災害防止団体による活動が行われています。

以上の状況から，安全点検以外でも「労働安全

コンサルタント」の活躍する場が大きく広がって

います。そのためには自分のセールスポイントを

明確にし，相手に関心をもってもらえるように営

業活動をすることが大切です。

.安全点検による効果

点検結果を定量的なデータにより証明したもの

は唯一，平成14年に本会の機関誌（No.61）で仙

台東部道路高架橋の点検結果を発表したものしか

ありませんが，当時プロジェクトに従事した元請

け業者は76社で，工事に従事した労働者の延べ人

数は約28万人（当時の建設省の集計）でした。こ

れに対して不安全行動による労働災害は一件（人

災が伴わない事故が他に２件あった。）あり，損

失日数は７日でした。これを度数率に換算し，平

成11年の「安全の指標」に記載された産業別災害

率（橋梁建設事業）と比較すると遥かに低い好成

績でした。

また，平成12年に工事中（当時の出来形約50

％）に安全診断を依頼されたダム工事（福島）で

は，着工以来の労働災害が死亡２件を含む10件の

労働災害が発生していましたが，本会の安全診断

後の改善助言と，その後の継続実施した安全点検
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及び建設企業体の安全対策等のご努力で無災害記

録200万時間，連続無災害日数1000日を達成しま

した。（平成15年８月現在も無災害記録を継続さ

れています。）

また，別のダム工事（岩手）では２年間に亘り

当会の安全点検を継続されていますが，それまで

は毎年７～８件の事故（労働災害も含む）が発生

していましたが，平成14年度は１件の事故（労働

災害を伴う）で済んだと依頼者側からの評価をい

ただきました。今も継続して点検業務を当会は委

託されています。

また，他の建設プロジェクトでも事故の減少や

施工会社の意識改革や動機付けに貢献したと評価

されています。（某国道事務所のインターネット

で，平成14年の十大ニュースの一つとして公表さ

れました。）

最近，委託先より「費用対効果」の点で客観的

に検証できる方法がないか検討を依頼されていま

す。

.む す び

本業務は東北地方では着実に実績を残して進め

られていますが，今後，本会の主要業務の一つと

して東北だけでなく全国的に展開できることを願

っています。

そのためには，依頼者に対し「誠実に対応でき

る姿勢（組織・個人共）」と「真に安全管理に精

通し，豊富な経験を有する技術者の集団」てなけ

ればならないと考えています。

最後に国土交通省の東北整備局管内の各工事事

務所及び出張所の皆様にご指導・ご鞭捷を戴いた

ことに厚く御礼を申し上げます。

また，宮城労働局や各県の労働基準監督署の皆

様にもアドバイスを戴き，御礼申し上げます。

また，宮城支部で積極的にご支援を下さいまし

た加美山支部長，平野副部会長（安全部長兼任）

にも心より感謝申し上げます。また，当業務に献

身的に参加された宮城支部の各労働安全コンサル

タント（敬称略，順不同：神山 洋，鹿野秀一郎，

岡本三雄，佐藤昇，前田 進）に心より敬意を表

します。

全国各支部でもチャンスを発掘され，ご健闘さ

れることを心から祈念します。

追 記

労働災害の原因調査と再発防止対策の作成を体験して

筒 井 俊 英

年の瀬が迫る平成15年の12月末に東北のある都

市において，高所作業車で橋桁の塗装作業中に操

作をしていた運転者が，運転操作盤と橋桁の下フ

ランジとの間に自分の頭部を挟むという悲惨な労

働災害が発生した。被災者は幸いにも命はとりと

めているものの，数ヶ月間を経た現在も意識不明
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の重体が続き油断のできない重篤な状態である。

事故後，ただちに工事を請負っていた元請け業

者は，災害調査を行い，再発防止対策の樹立を図

った。その結果を，事故報告書として最寄りの労

働基準監督署や工事発注機関に提出したが，両機

関の審査では根本原因の分析不充分と再発防止対

策の樹立が具体性に欠け核心をついた対策に乏し

いとして却下されたようであった。

間もなくして，私に元請業者方から原因の再調

査と再発防止対策の検討依頼が舞込んだ。元請が

作成した事故報告書と再発防止計画書を点検する

と，従来の災害調査でもよくみられる直接原因だ

けを重視し，運転者自身の誤操作が根本原因であ

るかのような内容になっていた。このような傾向

になるのは調査段階の事
・
実
・
の
・
確
・
認
・
が不十分で，そ

の背後にある根本原因の堀り下げに意識が向いて

いなかったものと思われた。その結果，再発防止

対策もごく一般的で客観性に乏しい対策案が導か

れていた。

私が改めて調査を実施するにしても災害発生直

後であれば比較的容易であったが，半月も経過す

ると当時の状況も十分把握できず証拠集めも困難

なため，事故当時の現場状況を再現することに決

まった，再現当日は現場近くの空地に実物大の疑

似橋桁をセット（枠組み足場とロープにより作

る）し，発生当日現場にいあわせた関係者全員と

同形式の高所作業車を手配し再現を行った。集合

した当時の関係者の中に高所作業車の作業用ボッ

クス内に同乗していた塗装工もいたため，発生当

時の詳しい話しを聞くことができ，事実関係の調

査はほぼ満足できるものとなった。

今回の調査で特に留意した点は，災害調査でよ

くみられる誤った考え方として責
・
任
・
の
・
所
・
在
・
を
・
あ
・
ぶ
・

り
・
だ
・
す
・
ためのものであったり，行

・
為
・
者
・
の
・
ミ
・
ス
・
を
・
指
・

摘
・
す
・
る
・
ことに片寄っている場合がみられる。この

ような場合は先入観が先立ち事実関係を見落しが

ちとなるので，調査にあたり自分を戒めて取り組

んだ。また，調査の基本となる災害後の経過等は，

元請業者の方で，作業の着手から災害発生に至る

経過を時系列に要領民くまとめられていたので，

その後の分析等で役立った。

災害原因の調査手順は先輩諸氏がよく使われて

いる手法で，災害発生までの経過において人
・
，物
・
，

管
・
理
・
の面において災害要因（不安全状態，不安全

行動，管理の欠陥）がどのようにかかわっている

かを重点に「事実の確認」を行った。

その結果，直接原因となった運転操作者（被災

者）の不安全行動も認められるものの，その背後

には管
・
理
・
上
・
の
・
欠
・
陥
・
といえる重大な間接原因があっ

た。私が過去に担当し調査した建設工事の災害調

査でも，大なり小なり管
・
理
・
上
・
の
・
欠
・
陥
・
による間接原

因が主因で労働災害が生じていたと云っても過言

ではなかった。

これに基づき報告書を作成し却下された両機関

に再提出したところ，無事受付けられ最寄り労働

基準監督署から「改善指導」をされたと元請け業

者から私に報告があった。

その後，前述した労働災害の発生日に偶然にも

東北のある地方のダム関連工事で，残土を不整地

運搬車に積み小断面のトンネル内を通過し搬出中

に，運転操作者が壁面に激突して死亡するという

悲惨な労働災害が発生した。その下請け業者から

私に当該災害の関係者（約25名）に対する安全教

育・訓練の依頼があった。その災害調査でも背後

にある間接原因に管理上の重大な欠陥が指摘でき

た。また，最近入手した幾つかの建設工事の災害

情報を点検すると，ほとんどの労働災害で間接原

因として「管理上の欠陥」が指摘でき，残念なが

ら労働災害や事故に結びついている。

昨今の災害原因等から建設工事現場の安全管理

状態を推察すると，憂慮される事態があると思わ

れるので，工事関係者は安全対策に万全をきして

戴きたいと考えています。

主な管理上の欠陥（問題点）として，次の点が

あげられた。

①作業計画の事前検討不備

②監視・監督上の不備

③作業間の連絡調整不備

④適正配置（技能未熟者の配置）の不備

⑤運転技能資格証の確認不備
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